


優遇内容 ステージ1
（～99ポイント）

ステージ2
（100～199ポイント）

ステージ3
（200ポイント以上）

提携ATM入出金手数料無料 ― 月2回まで 月5回まで
個人ネットバンク振込手数料無料 ― 月1回まで 月2回まで

JAバンク優遇ポイントサービスは、
JAとのお取引内容に応じて、3段階のステージをご用意し、ステージに応じて各種手数料の優
遇を行うサービスです。
個人のお客さまであれば、どなたでも対象です。
面倒な申込手続きはなく、自動的にお申込みとなります。申込費用・年会費等も一切不要です。

毎月末にお客さまとJAとのお取引内容を
ポイントに換算し、その合計得点に応じて、
3段階のステージ1～3を設定させていただきます。
翌月25日～翌々月24日までの1か月間、
そのステージに応じた各種手数料の優遇を行います。

©よりぞう



ポイント対象取引はこちら
対象取引 取引内容（ポイント条件） ポイント
給与振込 一定期間内に給与振込として発信された振込を受け取られており、月間取引金額が５万円以上であること。 100
年金振込 一定期間内に公的年金（農林年金・農業者年金・国民年金等）として発信された振込を受け取られていること。 100
販売代金 一定期間内に販売代金を受け取られており、月間取引金額が５万円以上であること。 100

JAカード利用 一定期間内にＪＡカードの利用代金または年会費が当組合の口座から自動支払されていること。 40
個人ＩＢ 判定基準月に個人ＩＢ（ＪＡネットバンク）をご契約いただいていること。 40
通帳レス

（1口座以上） 月末時点で通帳レス対象口座のうち、当座性貯金口座を含んで1口座以上が通帳レスとなっていること。 20

組合員資格 月末時点で当組合の組合員資格をお持ちであること。 100

貯金
月末時点で当組合所定の貯金（当座・普通・総合・貯蓄・定期性貯金、ただし、決済用貯金を除く）を合計残高
10万円以上お持ちであること（10万円毎に1点ずつ付与）。※定期積金は給付契約額を対象とする。

10万円
ごとに1
(最高50)

期間１年以上の定期貯金または定期積金をご契約していること。 10
貸出金残高

500万円以上 月末時点で当組合所定の貸出金を合計500万円以上ご利用されていること。 100

貸出金残高
500万円未満 月末時点で当組合所定の貸出金を合計500万円未満ご利用されていること。 50

留意
事項

◎記載されている年金以外も対象となる場合がございます。◎組合員にご加入いただくには出資が必要です。◎貸出金の種類によっては、貸出金残高に含まれない商品もございます。
◎ご返済が遅れている貸出金残高はポイント加算の対象となりません。◎同一取引内で複数契約がある場合は二重に集計されません。◎当組合の事情等により、事前に通知すること
なく、本サービスの内容などを変更または本サービスを終了する場合があります。

（2024年8月1日現在）
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